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１．計画の目的と位置づけ 

 
１－１ 計画の背景と目的 

 
本町では、交通空白地域を解消するために、平成 24(2012)年にコミュニティバスの運行を

開始し、これまで約９年間、町民の足を確保してきました。この間、ルートの変更やバス停
の増設などに努めてきましたが、ここ数年利用者数は減少傾向にあります。本町の第 3 次総
合計画（平成 29(2017)年 3 月）において本町の将来像として掲げる「安心 すくすく 豊か
な心を育む“かわにし”」のうち、特に「安心」の実現に向けては、自家用車以外でも移動でき
る環境の維持・確保が重要であり、本町全体として人口減少や少子高齢化が進展し、with/after
コロナ社会における新しい生活様式が浸透する中で、地域公共交通のあり方を改めて考える
時期を迎えています。 

 
一方、国では、令和２(2020)年 11 月「地域公共交通活性化及び再生に関する法律（平成 19

年法律第 59 号）」（以下、地域公共交通活性化再生法という）が改正されました。これにより、
人口減少の本格化や運転手不足の深刻化等の社会変化に伴い、公共交通の維持が困難になっ
ていることを受けて、地域の移動手段を総動員して住民等の需要に対応する移動手段の確保
に努めるとともに、これを実現するための計画（地域公共交通計画）の策定が努力義務化さ
れました。 

 
こうした状況を踏まえ、本町の公共交通や住民生活を取り巻く環境の変化等を鑑み、公共

交通のあり方を再検討し、住民や町に関わる人にとって利用しやすく、持続可能な公共交通
体系を構築するため、「川西町地域公共交通計画」（上記の地域公共交通活性化再生法に基づ
く計画）を策定しました。 
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１－２ 計画の位置づけ 

本計画は、大きく 3 つの役割を有しています。 
まず、本計画は、令和２(2020)年 11 月に改正された地域公共交通活性化再生法に基づく法

定計画です。 
次に、本計画は、総合計画、立地適正化計画といった本町の上位・関連計画との整合を図

った、まちづくりの一環としての地域公共交通に関するマスタープランです。 
最後に、本計画は、本町の地域公共交通を持続可能なものとするため、行政だけでなく、

町民、地域組織、交通事業者などの多様な主体が、方針や目標を共有したうえで、地域公共
交通の活性化に取り組むための指針となる計画です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 地域公共交通計画の位置づけ 

 
１－３ 計画の区域 

本計画の対象区域は、川西町全域とします。 
 

１－４ 計画の期間 

本計画の対象期間は、第３次川西町総合計画（平成 29(2017)～令和８(2026)年度）との整
合を図り、令和４(2022)～令和８(2026)年度の 5 年間とします。 
 

  

地域公共交通活性化再生法 

（令和２(2020)年 11 月改正） 

川西町地域公共交通計画 
計画期間：令和４(2022)～令和８(2026)年度 

【上位計画】 

川西町第３次総合計画 

計画期間：平成 29(2017)～ 

令和８(2026)年度） 

 

【関連計画】 

・川西町まち・ひと・しごと総合戦略（第２版） 

・川西町人口ビジョン 

・川西町立地適正化計画 

・近鉄結崎駅周辺地区まちづくり基本計画 

・奈良県公共交通基本計画 

・奈良県地域公共交通網形成計画 

行政、町民、地域組織、

交通事業者等の多様な主

体が、計画の目標・方針

を共有し、計画を推進 

整合 

計画策定が努力義務化 

実行 

即する 



 

3 

２．川西町のまちづくりの方向性 

本町における現行の各種計画のうち、本計画に関連するものを以下に示します。 
 

２－１ 関連する上位・関連計画 

（１）川西町第３次総合計画・前期基本計画（平成 29(2017)年 3 月） 
計画の位置づけ 本町の最上位計画として将来の長期的な展望のもと、町政が実施する

様々な分野の施策を包括的に定めた行政運営の基本となる目指すべき
将来像を定めたもの 

計画期間 総合計画：平成 29(2017)～令和８(2026)年度） 
前期基本計画：平成 29(2017)～令和３(2021)年度） 
※後期基本計画は現在策定中 

主な内容（公共交通に関連する内容） 

【まちの将来像】安心 すくすく 豊かな心を育む “かわにし” 
【まちの基本方針】 

① 人・企業にとって魅力あるまちづくり 
② 子どもや子育てしている人にとってやさしいまちづくり 
③ 安心して暮らせるまちづくり 
④ 地域と共につくるまちづくり 

【将来都市構造】 
○エリア区分 

市街地エリア 用途地域や地区計画などの土地利用のルールを定め、計画的なまちづくり
を進める。都市機能を誘導し、集約することにより、日常生活に必要なサ
ービスを持続的に確保できる市街地の形成を進める。 

田 園 居 住 エ リ
ア 

無秩序な土地利用を防ぎ、優良な農地や豊かな自然環境の保全と産業の活
性化とのバランスを考慮しながら、地域の事情に応じたまちづくりを進め
る。自然と農業環境との調和を大切にし、持続可能なコミュニティおよび
集落の形成を進める。 

○拠点 
教育交流拠点 役場を中心とした公共施設、教育施設、文化施設等の集積を維持し、本町

の行政サービスと教育文化の拠点としての機能維持および強化を進める。 
に ぎ わ い 交 流
拠点 

本町の玄関口として、結崎駅周辺地域への交流機能と利便性を高め、商業
施設等の誘導を図る。情報発信ともてなしの空間となる交流施設や情報発
信機能の整備を進め、都市機能の充実を進める。 

産業拠点 既存工業団地の維持を図るとともに、新たな活力の創出に向け、周辺の緑
地環境や景観に配慮しながら、市街地エリアの拡大を視野に入れた産業系
土地利用の推進や必要な基盤インフラ整備を進めるとともに、秩序ある拠
点形成を進める。 

歴 史 や す ら ぎ
拠点 

島の山古墳をはじめとする歴史資源の保全に努め、歴史および文化的遺産
を伝える場として、生涯学習および観光振興への活用を進める。 

社会福祉拠点 保育機能をはじめとする新たな社会福祉機能の集積を図り、多様な住民ニ
ーズに対応するため、さらなる社会福祉環境の充実を進める。 

○軸 
広域連携軸 県道天理王寺線、県道大和郡山広陵線、県道結崎田原本線、京奈和自動車

道および近鉄橿原線を軸として、隣接する市町村をはじめとする県内外の
主要都市間との広域連携を形成する。 

地域生活軸 県道大和郡山広陵線、町道結崎線、町道結崎吐田線、町道結崎下永線を軸
として、生活拠点を中心とした地域生活圏の利便性や機能性を確保するた
め、町内の各拠点や集落間の地域連携を形成する。 
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【土地利用構想図】 

 
【地域公共交通に関する施策】 

分野１ 人・企業にとって魅力あるまちづくり 
施策１－９ 駅周辺整備 
施策の方向性 近鉄結崎駅周辺の交通結節機能強化と安全円滑な交通環境を実

現するとともに、「まちの玄関口」にふさわしい交流・賑わいの町
を目指す。 

取り組み方針 方針① 交通結節機能の強化と安全で円滑な交通環境の実現 
方針② 駅周辺を拠点とした交流・賑わいの創出とまちの魅力の

発信 
方針③ 住民参加によるまちづくりの推進 

関連目標 指標 現状値 目標値 【参考】近年実績 
結崎駅 

乗降客数 
4,053 人 

（2015 年度） 
4,000 人 

（2021 年度） 
2,165 人（2018 年度乗車） 
2,119 人（2019 年度乗車） 

 
分野３ 安心して暮らせるまちづくり 
施策３－１４ 公共交通 
施策の方向性 公共交通網が機能的に整備され誰もが円滑に移動できていると

ともに、マイカーを使わず、公共交通を利用する町民の割合が増え
ることを目指す。 

取り組み方針 方針① 公共交通の利便性向上 
方針② 公共交通の拠点整備 
方針③ 公共交通利用促進に向けた広報活動の推進 

関連目標 指標 現状値 目標値 【参考】近年実績 
コミュニティ
バス利用者延
人数 

8,230 人 
(2015 年度) 

8,600 人 
(2021 年度) 

7,886 人（2018 年度） 
7,704 人（2019 年度） 
7,315 人（2020 年度） 

直近 1 年でコ
ミバスを利用
した人の割合 

10.6％ 
(2016 年度) 

15％ 
(2021 年度) 

8.7％（直近 5 年で） 
（2021 年度） 
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（２）川西町まち・ひと・しごと総合戦略（第２版）（令和２(2020)年 3 月改定） 
計画の位置づけ 将来に向かって活力ある川西町を維持するため、人口減少対策という

観点において、総合計画に定める施策を横断する具体的なプロジェクト
を定めたもの 

計画期間 平成 27(2015)～令和３(2021)年度 
主な内容（公共交通に関連する内容） 

【プロジェクト（基本目標）】 
１．地域における安定した雇用を創出する 
２．新しい人の流れをつくる 
３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 
【地域公共交通に関する施策】 

施策２－３ 中心市街地のにぎわいづくり 
重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 【参考】近年実績 

結崎駅の乗降者数 4,227 人 
(2012 年) 

4,000 人 
(2021 年度) 

2,165 人（2018 年度乗車） 
2,119 人（2019 年度乗車） 

主な事業 結崎駅周辺の再整備による、魅力あふれる玄関口の整備 
 

施策４－６ 安心・快適に暮らし続けられる環境づくり 
重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 【参考】近年実績 

コミバスの 1 日当たりの
利用者数 

35.3 人 
(2014 年) 

35 人 
(2021 年度) 

31.9 人（2018 年度） 
31.4 人（2019 年度） 
29.7 人（2020 年度） 
31.6 人（2021 年 4-9 月） 

主な事業 公共交通の利便性向上 
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（３）川西町人口ビジョン（平成 28(2016)年 3 月） 
計画の位置づけ 本町の人口の現状を分析し、人口に関する認識を町民と共有し、今後

目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示したもの 
推計時点 令和 42(2060)年 
主な内容（公共交通に関連する内容） 

【目標人口の考え方】 
・目標人口として、2060 年におおむね 6,000 人以上を目指す。 
・住宅施策の推進とまちの魅力・住みやすさを PR していくことにより、子育て世帯の転

入を図る。 
・若者の流出を抑制するとともに U ターンを促す。 
・出生から子育てまで切れ目のない一貫した支援をおこない出生率を高める 。 

 
 
【目標人口達成のための取り組み】 

   

(H22)  (H27)   (R2)   (R7)   (R12)   (R17)  (R22)  (R27)   (R32)    (R37)   (R42) 

※社人研推計は 2013(H25)年 3 月時点推計値 
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（４）川西町立地適正化計画（平成 29(2017)年 3 月） 
計画の位置づけ 居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづく

りと地域交通の再編との連携により、「コンパクトシティ・プラス・ネッ
トワーク」のまちづくりを実現するためのマスタープラン 

計画期間 平成 29(2017)～令和 22(2040)年度 
主な内容（公共交通に関連する内容） 

【まちづくりの方針】  
①拠点や市街地における居住環境の維持・向上 
②公共交通による安全・快適な移動環境の確保 
③人や企業にとって魅力ある都市環境維持・向上 
④居住や都市機能を誘導する区域が設定されない地域への適切な対応 

【都市機能誘導区域と居住誘導区域】 
①公共交通の要となる地区：結崎駅周辺 
②各種都市機能が集積する地区：町役場周辺 

【公共交通に関する施策】 
基本方針 施策・事業 

歩いて楽しむ交流拠点（にぎわい
交流拠点・教育交流拠点）づくり 

・交流拠点エリアの歩行空間整備 

公共交通ネットワークの維持と利
用促進 

・駅前広場での利便施設整備 

町の玄関口にふさわしい結崎駅及
び駅周辺の整備 

・利用しやすい結崎駅の整備 
・駅周辺地区の一体整備による賑わいづくり 

産業振興に資する交通基盤の形成 
 

・町の骨格を形成する道路整備 
・企業送迎バスに対応した交通結節点（結崎駅）

の整備 
観光資源を活かす交通基盤の形成 
 

・来訪客（徒歩・自転車）への利便施設等の整備 
・周遊観光ルートの情報発信 

住民と進める公共交通利用促進 ・住民との協働によるコミュニティバス等公共
交通の利用促進 
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（５）近鉄結崎駅周辺地区まちづくり基本計画（平成 30(2018)年 12 月） 
計画の位置づけ 奈良県と川西町が連携・協力して結崎駅及び駅周辺地区の拠点機能を

再整備し、「川西町らしい 駅・まちづくり」の実現化を図ることを目的
として、平成 29(2017)年 12 月に策定した「近鉄結崎駅周辺地区まちづ
くり基本構想」の実現に向け、関係者が協働で実施すべき事業等を策定
した計画 

計画期間 短期：平成 30(2018)～令和４(2022)年度 
中長期：令和５(2023)年度～ 

主な内容（公共交通に関連する内容） 

【具体的な事業】 
・道路等のハード整備事業：町道結崎 148 号線、町道結崎線、町道結崎下永線、町道踏切

改良、県道天理王寺線踏切改良 
・公園・広場のハード整備事業：西口公園、東口広場 
・駅舎や施設等のハード整備事業：公園施設(休憩施設等)、駅舎、駐輪場 
・ソフト事業：まちづくり活動促進、賑わい創出、地域の魅力発進 
 

 
出典：川西町ホームページ 

図 結崎駅周辺整備事業完成予想図 
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２－２ 地域公共交通に関する関連計画（奈良県） 

（１）奈良県公共交通基本計画（平成 28(2016)年３月） 
計画の位置づけ 奈良県公共交通条例に基づき、まちづくり、保健、医療、福祉、教育

その他の施策との連携及び関連する施策との連携を図りながら、公共交
通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画 

本計画及び同時期に策定された「奈良県地域公共交通網形成計画」に
基づき、各種の施策・取組を実施 

主な内容（基本的な方針について） 

【公共交通の意義・役割】  
奈良県の目標である『住んでよし、働いてよし、訪れてよしの奈良』を実現するため

に、公共交通は、県民の生活を支えるツールとして不可欠な『社会インフラ』であり、持
続可能なまちづくりに資する手段としての役割を担う。 

【公共交通を維持・確保・活性化するための取組の指針】 
・移動ニーズに応じた交通サービスの実現 
➡あってもよいのに現存しない交通網の形成／なくてもよいのに現存する交通網の解消 
➡まちづくりや保健、医療、福祉、教育、観光、産業等に係る施策との連携 

【取組の実効性を持たせるための必要な事項】 
1) 関係者間の連携・協働（市町村,交通事業者,県民等との連携・協働（奈良モデル）） 
2) 実効性を高めるための実態把握と情報共有（高齢化等利用者のライフスタイルの変化

を踏まえた移動ニーズの把握/県民への情報提供及び県の公共交通施策への参画） 
3) 継続的な取組（PDCA サイクルによる定期的検証/データに基づく実証的アプローチ） 

 
（２）奈良県地域公共交通網形成計画（平成 28(2016)年３月） 
計画の位置づけ 平成 26(2014)年 11 月に改正された「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」に基づく、地域全体を見渡した総合的な公共交通ネット
ワークの形成を図る計画 

計画期間 平成 28(2016)～令和３(2021)年度 
※後継の「奈良県地域公共交通計画」を令和３(2021)年度末策定予定 

主な内容（公共交通に関連する内容） 

【目標】 
①住んでよし：暮らしやすいまちづくり・歩いて暮らせるまちづくり・渋滞の解消等 
②働いてよし：雇用の場の確保・その環境整備としての移動の確保等 
③訪れてよし：観光地へのアクセス確保・広域周遊観光ルートの形成等 
④移動ニーズに応じた交通サービスの実現 
⑤あってもよいのに現存しない交通網の形成／なくてもよいのに現存する交通網の解消 
⑥鉄道・バスのネットワークや交通の拠点・結節点といったつながりを重視 
⑦公共交通の範囲を鉄道や路線バス、コミュニティバス、タクシー等とするが、私的な

交通を見据えて幅広くとらえる 
【具体的な施策】 

・エリアにより異なる（川西町に関わる施策はなし） 
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２－３ 川西町のまちづくりの方向性（上位・関連計画のまとめ） 

項目 内容 出典 

まちの 

将来像 

安心 すくすく 豊かな心を育む “かわにし” ・第３次総合計画 

目標人口 2060 年におおむね 6,000 人以上を目指すため、 
・住宅施策推進とまちの魅力・住みやすさの PR に

より、子育て世帯の転入を図る 
・若者の流出を抑制するとともに U ターンを促す 

・人口ビジョン 

まちの 

基本方針 

①人・企業にとって魅力あるまちづくり 
②子どもや子育てしている人にとってやさしいま

ちづくり 
③安心して暮らせるまちづくり 
④地域と共につくるまちづくり 

・第３次総合計画 

まちづく 

りの方針 

①拠点や市街地における居住環境の維持・向上 
②公共交通による安全・快適な移動環境の確保 
③人や企業にとって魅力ある都市環境維持・向上 
④居住や都市機能を誘導する区域が設定されない

地域への適切な対応 

・立地適正化計画 

公共交通 

関連 

・交通結節機能の強化と安全で円滑な交通環境の
実現（公共交通の拠点となる駅舎・広場等の整
備、駅周辺道路・公園等の整備、企業送迎バスに
対応した交通結節点整備等） 

・公共交通の利便性向上 
・公共交通利用促進に向けた広報活動の推進 
・移動ニーズに応じた交通サービスの実現 
・関係者間の連携・協働 
・実効性を高めるための実態把握と情報共有 
・継続的な取組 

・第３次総合計画 
・まち・ひと・しごと総合

戦略（第２版） 
・立地適正化計画 
・近鉄結崎駅周辺地区まち

づくり基本計画 
・奈良県地域公共交通基本

計画 
・奈良県地域公共交通網形

成計画 
その他、 

まちづく 

りや交通 

に関する 

施策 

・駅周辺を拠点とした交流・賑わいの創出とまち
の魅力の発信 

・住民参加によるまちづくりの推進 
・歩いて楽しむ交流拠点づくり（結崎駅周辺、町役

場周辺の歩行空間整備） 

・第３次総合計画 
・立地適正化計画 

 
出典：川西町第 3 次総合計画 

図 土地利用構想図（第３次総合計画より）  
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３．川西町の概況 

３－１ 位置・地勢 

本町は、奈良県北部に広がる奈良盆地のほぼ中央に位置し、町域は、東西約 3.4 ㎞、南北約
1.9 ㎞、面積 5.93 ㎢と県下３番目（39 市町村中）に小さく、非常にコンパクトな町です。 

また、４本の川が集結して大和川に注ぐ水辺の里であるとともに、町内には美しくのどか
な田園空間も広がり、豊かな自然にあふれています。 

 

 
資料：国土地理院地図 

図 川西町の位置  
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３－２ 人口 

（１）人口 
・令和２(2020)年の人口は約 8,200 人弱で、この 20 年間で約 13％減少しています。人口

減少の傾向は今後も続く見込みで、10 年後には約 7,200 人弱、20 年後には約 6,200 人
になると推計されます。 

・15 歳未満の年少人口、15～64 歳の生産年齢人口は減少傾向にある一方、高齢化率は上
昇しており、令和２(2020)年の高齢化率は約 34.4％と約 3 人に 1 人が高齢者です。高
齢化率は、周辺の三宅町・河合町に比べて低いですが、天理市・大和郡山市や奈良県全
体よりもやや高い水準にあります。 

 

 
※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所によるもの（2018(H30)年 3 月推計値) 

資料：国勢調査（実績値）、国立社会保障・人口問題研究所（推計値） 
図 川西町の人口の推移 
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（２）高齢者人口 
・65 歳以上の高齢者の人口は令和２(2020)年まで増加傾向にありますが、今後は減少に

転じる見込みです。このうち、減少に転ずるのは 65～74 歳で、75 歳以上の人口は当面
は増加する見込みです。 

・高齢者夫婦世帯および高齢者単身世帯が全世帯に占める割合は、それぞれ約 19％、約
13％（令和２(2020)年）で、20 年前の 2 倍以上に増加しています。 

・健康寿命（平均自立期間）は微増傾向で、健康な高齢者が増えていると考えられます。 
 

 
※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所によるもの（2018(H30)年 3 月推計値) 

資料：国勢調査（実績値）、国立社会保障・人口問題研究所（推計値） 
図 川西町の高齢者人口の推移 

 

 
※高齢者夫婦世帯は、夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの世帯 

資料：国勢調査 
図 川西町の高齢者夫婦・高齢者単身世帯数の推移 

 

 
※数値は、65 歳時の健康寿命（平均自立期間）に 65 を加えたもの 

資料：市町村別奈良県民の健康寿命奈良県） 
図 川西町の健康寿命（平均自立期間）の推移  

1,019 1,122 1,265 1,459 1,374
1,063 868 867 990

530
648

777
874 1,031

1,175
1,111 854 711

184
216

238
276

404
408

502
604 5811,733

1,986
2,280

2,609
2,809

2,646
2,481

2,325 2,282

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）
高齢者人口

85歳以上

75-84歳

65-74歳

推計値実績値

157 218
288

365
422

280
381

516
587 614

5.3%

7.0%
9.1%

11.2%
13.2%

9.4%

12.2%

16.4%
18.1%

19.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

250

500

750

1,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯

高齢者単身世帯の全世帯数に占める割合 高齢者夫婦世帯の全世帯数に占める割合

82.2
82.7

83.2 83.3
82.9

83.3 83.3 83.2
83.9 84.1

84.4

84.1 83.8
84.2

84.8 84.7 84.7
85.5

85.9
85.4 85.4

85.0

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

男性 平均自立期間 女性 平均自立期間



 

14 

（３）地域別人口 
・結崎地区が全町民の約 2/3 を占めており、町全体の人口が減少する中で、結崎地区の人

口は横ばいで推移しています。 
・結崎地区以外はいずれも減少しており、特に、保田地区、唐院地区は減少率が大きくな

っています。 
 
《地域別人口》 

   
 

 

 

 

資料：住民基本台帳 
図 地域別人口の推移 

 

（総人口） 

 
 
（高齢者(65 歳以上)人口） 

 
資料：平成 27 年国勢調査 

※平成 27 年国勢調査の 250m メッシュ集計の人口を 100m メッシュに按分して表示 
図 100m メッシュあたり人口  
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（４）要支援・要介護認定者数 
・要支援・要介護の認定者数は増加傾向にあり、今後も増加する見込みです。要支援の認

定者数は横ばいから微増で推移しますが、要介護認定者数は増加する見込みです。 
・過去の調査（東京都）によれば、外出頻度が 1 週間に 1 回以下の人は、1 日 1 回以上の

人に比べ、歩行障害発生リスクが 4 倍、認知機能発生リスクが 3.5 倍となっています。 
 

 
図 川西町の要支援・要介護の認定者数推移 

 

【参考】外出頻度と歩行障害や認知障害のリスク 

 
出典：老人研 News No.19(平成 19 年３月)  
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３－３ 土地利用・都市計画・産業 

（１）土地利用・都市計画 
・人口集積がある町南部に建物用地が拡がり、町中央～北部は田・その他農用地が主とな

っています。 
・都市計画は、結崎駅～町役場周辺エリアに住居系の用途地域が指定されているほか、結

崎工業団地、唐院工業団地に工業系の用途地域が指定されています。 
 

 
資料：土地利用細分メッシュ（平成 28 年度） 

図 土地利用の状況 

 
図 都市計画図  

結崎工業団地（工業地域） 

唐院工業団地（工業専用地域） 
※R2.4 都市計画決定 

結崎駅 

町役場 

結崎工業団地 

唐院工業団地 
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（２）産業 
・前ページで記載のとおり、本町には結崎・唐院の 2 つの工業団地があり、令和２(2020)

年現在、16 社が立地し、工場が集積しています。 
・このため、町全体での事業所数は減少傾向にありますが、従業員数は微増、製造品出荷

額等は微増～横ばいで推移しています。 
 

 
図 川西町の事業所数・従業員数・製造品等出荷額 

 
（３）主要施設 
・川西町の主要な施設は、結崎駅周辺、町役場周辺など、町の南部に集中しています。 
・主要な商業施設は、結崎駅東側に 1 軒（スーパーおくやま）で、町域東部はコンビニエ

ンスストアのみとなっています。 
・小規模な診療所はコミュニティバス路線沿線に立地していますが、大規模な病院は町内

にはありません。 
・小学校・中学校ともに町内に 1 つで、中学校は三宅町との組合立の式下中学校が三宅町

との境界部に立地しています。 
 

 
図 川西町の主要施設位置図  
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３－４ 交通・人の動き 

（１）自動車保有台数 
・自動車保有台数は増加傾向で、1 世帯当たりの自動車保有台数は奈良県平均を上回って

おり、マイカーへの依存が高くなっています。 
 

 
資料：奈良県統計年鑑 

※乗用車は普通車・小型車の登録数の合計、軽自動車は四輪乗用の課税数 
図 川西町の自動車保有台数の推移 
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（２）運転免許保有状況 
・運転免許保有率は女性で 60 歳以上、男性で 70 歳以上になると下がり、特に 70 歳以上

の女性は約 30％と低くなっていますが、50 歳以上の女性の免許保有率は近年増加傾向
にあります。 

・天理署管内における運転免許の自主返納数は、年々増加傾向にあります。 
・高齢者の免許返納が進みにくい理由として、免許がなければ日常生活に困るという意見

が多くなっています。 
 

  
資料：天理警察署より提供 

図 川西町の年齢別運転免許保有状況（令和３(2021)年 10 月末現在） 

 

 
※天理署管内：天理市、田原本町、川西町、三宅町、山添村と奈良市旧都祁村地区 

資料：天理警察署より提供 
図 運転免許の自主返納件数の推移（天理署管内）（令和３(2021)年は 10月末まで） 

 

 
出典：令和元年度川西町民の移動に関する調査（高齢者を対象に実施したアンケート結果） 

図 運転免許を返納しない理由  
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20歳代 75.3% 76.7% +1.4 81.0% 77.2% -3.8

30歳代 94.2% 87.8% -6.5 93.8% 91.9% -1.9

40歳代 97.4% 95.6% -1.8 94.5% 93.6% -0.9

50歳代 97.1% 96.8% -0.3 87.5% 93.5% +5.9

60歳代 93.6% 95.8% +2.2 72.5% 80.5% +8.1

70歳以上 76.1% 74.1% -2.0 20.0% 31.7% +11.7

177

294 280
316

342
293

0

100

200

300

400

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

82.5%

50.2%

48.8%

30.2%

47.4%

70.4%

24.0%

74.3%

34.5%

9.6%

2.4%

1.買い物が不便になる

2.荷物の搬送が不便になる

3.趣味・娯楽が制限される

4.引きこもりがちになる

5.遠くに出かけられなくなる

6.通院が不便になる

7.送迎してもらうことに気兼ねする

8.好きな時間に外出できなくなる

9.友人や家族に会う回数が減る

10.その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

複数回答

(回答数:N=658)
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（３）交通事故 
・奈良県内における交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、高齢運転者の占める割

合は増加傾向にあります。 
・奈良県内の交通事故による死者数・重要者数は減少傾向にありますが、高齢者の占める

割合は増加傾向にあります。 
 

 
出典：令和２年における交通事故の発生状況等について（奈良県版）（奈良県警） 

図 奈良県内の交通事故に占める高齢運転者の構成率の推移（第１当事者のみ） 

 

 
出典：令和２年における交通事故の発生状況等について（奈良県版）（奈良県警） 

図 奈良県内の交通事故による死者数・重要者数の推移  

１当 高齢運転者構成率 
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（４）通勤・通学流動 
・通勤は町内が最も多く、川西町への流入・流出ともに大阪府や隣接する都市部（大和郡

山市・奈良市・天理市）が多くなっています。 
・通学は、大阪府・奈良市（流出）が最も多く、次いで、町内、京都府（流出）となってい

ます。 
 

 
《通勤》 

 

 

《通学》 

 
資料：平成 27 年国勢調査 

図 地域間移動の状況（通勤・通学流動） 

  

[単位：人] 

[単位：人]
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（５）パーソントリップ調査 
・平成 22 年近畿圏パーソントリップ調査における川西町の自動車分担率は約 5 割超えて

おり、周辺の市町も同様の傾向です。 
・自動車の分担率は増加傾向にある一方（昭和 55 年：19.6％→平成 22 年：51.2％）で、

徒歩が減少しており（昭和 55 年：39.0％→平成 22 年：18.6％）、自動車への依存度が高
くなっていることがうかがえます。 

 

 
資料：平成 22 年近畿圏パーソントリップ調査 

図 周辺市町との代表交通手段別分担率の比較（平成 22 年） 

 

 

 
資料：近畿圏パーソントリップ調査 

図 川西町の代表交通手段別分担率の推移（昭和 55 年～平成 22年） 
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三宅町

河合町
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0.4

0.5
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32.3
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16.1
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鉄道 バス 自動車 自動二輪・原付 徒歩 その他 不明
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４．川西町の地域公共交通の現状 

４－１ 地域公共交通ネットワーク 

・町内の地域公共交通は、鉄道（近鉄橿原線）および川西町コミュニティバス（川西こす
もす号）、タクシー（町内に事業所はないが、営業区域は西大和交通圏（P27 参照）に区
分）となっています。 

・駅から半径 800ｍ、バス停から半径 300m の圏内には人口総数の約 93％がカバーされて
おり、全国平均 55％を大きく上回っています。 

 
 

 

 
資料：平成 27 年国勢調査（人口総数・老年人口） 

図 公共交通のカバー状況 

 
 
 

  

人口総数 老年人口

8,213 人 2,530 人
100.0% 100.0%

7,629 人 2,330 人
92.9% 92.1%

【参考】全国平均55％（都市構造の評価に関するハンドブック(H26.8)) 

駅800m・バス停300m
圏内

川西町全体
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４－２ 鉄道 

・町内唯一の鉄道駅である結崎駅の乗車人員はほぼ横ばいで推移しています。 
・結崎駅周辺は「まちの玄関口」にふさわしい姿にしていくため、各種施設の整備に取り

組んでいます。駅前ロータリーや駅前広場、トイレなどがすでに供用され、現在、駅関
連施設（改札口など）の整備が進められています。 

 

 
資料：奈良県統計年鑑 

図 川西町周辺の鉄道駅の乗車人員推移 

 

   
写真 結崎駅周辺の整備状況（令和３年７月撮影）  
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４－３ コミュニティバス 

（１）路線と運行概要 
・コミュニティバスは、町南部を東西に接続する保田線と、町北部と南部を接続する吐田

線の 2 路線が運行されています。 
・コミュニティバス車両は、ワゴンタイプで乗車定員が最大 13 人、車両台数は 2 台（うち

1 台は予備車両）です。 
・運行日は平日（月～金）のみ、運行本数は計 15 便/日、料金は中学生以上 1 回 100 円で

すが、70 歳以上等は減額申請を行うことにより 1 回 50 円で利用することが可能です。 
 

 

 

 
図 川西町コミュニティバスの路線図と時刻表 
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（２）利用者数の推移 
・コミュニティバスの利用者数は減少傾向にあり、令和２(2020)年度の乗車数は、平成

26(2014)年度の約 8 割となっています。 
 

  
 

表 川西町コミュニティバス利用者数の推移 

 
 

（３）事業収支の推移（平成 26(2014)年度～令和２(2020)年度） 
・コミュニティバスの運行にかかる支出（運行委託費）は、平成 29(2017)年度以降微増傾

向にあり、令和２(2020)年度は約 1,080 万円となっています。 
・コミュニティバスの収益は、年間約 60～70 万円程度で推移しており、収支率(収入/支出)

は 6～7％前後となっています。 
 

 
※収益・収支率の算定には広告収入を含む。 
※令和２(2020)年度の収益については、減免に対する町からの補填分を含む（コロナ交付金を活用） 

 
図 川西町コミュニティバスの運行経費・収支率の推移 

  

【参考】人口（人）

総人口 65歳以上

H26(2014) 8,836 8,815 2,584

H27(2015) 8,173 8,803 2,672

H28(2016) 8,532 8,721 2,748

H29(2017) 8,027 8,704 2,807

H30(2018) 7,886 8,634 2,872

R1(2019) 7,704 8,617 2,926

R2(2020) 7,315 8,518 2,934

年度
年間乗車数
（人）
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４－４ その他 

（１）タクシー 
・川西町が含まれる西大和交通圏は、17 営業所 141 台のタクシーが運行されています。 
・西大和交通圏の車両数は平成 28(2016)年度に比べて約 93％と減少しています。 
・西大和交通圏の輸送人員も減少傾向にあるうえ、特に令和 2(2020)年度は新型コロナの

影響により、前年比 33％減と大幅な減少となっています。 
 

 
資料：令和２年度奈良県公共交通基本計画に基づく施策の実施状況報告書（奈良県） 

図 奈良県北部地域のタクシー営業所数・車両数（令和２年３月末現在） 

 

 

 
資料：国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局より提供 

図 西大和交通圏のタクシー輸送人員の推移  

928 902
865

832

555

0

200

400

600

800

1,000

H28 H29 H30 R1 R2

（千人）

車両数
交通圏
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（２）工業団地の従業員送迎バス 
・結崎・唐院の２つの工業団地は、いずれも鉄道駅から徒歩圏外に位置するため、従業員

の通勤は自動車に依存していますが、令和元(2019)年度実施の立地企業へのアンケート
調査によれば、16 社中 6 社が、企業単位で従業員の送迎バス（鉄道駅～企業立地場所）
を運行しています。 

・従業員送迎バスは一部、法隆寺駅・大和小泉駅（いずれも JR）にアクセスする便もあり
ますが、多くが結崎駅を発着しており、1 日あたり片道約 30 便程度の運行となっていま
す。 

・運行時間帯は、企業の就業時間や勤務形態により差がありますが、朝は 5～9 時台、夕方
は 16～20 時台に集中しており、10～15 時台は運行がありません。 

 

表 従業員送迎バスの結崎駅発着時間 

 
資料：川西町共同運行バスの実現可能性に関する調査事業委託業務報告書（令和２年 3 月） 

 

 
資料：国勢調査 

【参考】 川西町の昼夜間人口の推移  

結崎駅発 結崎駅着
企業 A社 B社 C社 D社 E社 企業 A社 B社 C社 D社 E社

立地場所 唐院 唐院 結崎 唐院 結崎 立地場所 唐院 唐院 結崎 唐院 結崎
5:00 5:00 5:10 5:36
6:00 6:05 6:00 6:36 6:06
7:00 7:05 7:00 7:10 7:06

7:25 7:20 7:20 7:20 7:16
7:30 7:35 7:40 7:31

7:50 7:55
8:00 8:00 8:10 8:10 8:00 8:11
9:00 9:40 9:00 9:36

10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:00 16:05 16:00 16:06

16:30 16:35 16:30 16:36
17:00 17:10 17:00 17:16 17:06

17:30 17:30 17:40 17:40 17:31 17:30 17:11
18:00 18:05 18:00 18:16 18:06

18:30 18:40 18:30 18:31 18:40
19:00 19:00 19:05 19:00 19:16 19:06

19:40 19:35 19:30 19:40 19:31 19:40 19:36
20:00 20:00 20:10 20:00 20:11

20:40 20:30 20:41
計 3 1 6 5 14 計 4 1 8 4 15

合計 29 合計 32
※結崎駅以外に、法隆寺駅、大和小泉駅（いずれもJR)へのアクセス便もある。
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（３）周辺市町の公共交通の運行状況 
・周辺市町では、路線バス、コミュニティバス、デマンド型乗合タクシー、タクシー利用

補助（タクシーチケット）等の公共交通サービスが提供されています。 

 

 
 
 

資料：奈良交通及び各市町ホームページ（令和３年 12 月現在） 
図 周辺市町の公共交通ネットワーク（大和郡山市・天理市・安堵町・三宅町・田原本町・河合町・広陵町） 

路線バス(奈良交通) 

コミュニティバス 

デマンド型乗合タクシー 

タクシー利用補助(タクシーチケット) 

天理市 

三宅町、田原本町、安堵町 
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５．地域公共交通の利用実態と町民の移動ニーズ 

５－１ コミュニティバスの利用状況 

（１）令和３(2021)年 11 月の利用状況（OD 調査）  
① 調査概要 

項目 内容 
調査日 令和３(2021)年 11 月 8 日(月)～12 日(金) 
対象とする便 全ての便 
調査内容・調査
方式 

・調査員がバスに乗り込み、利用者がどこで乗って（Ｏ）どこで降りたか
（Ｄ）を目視でカウントのうえ、下記の調査票に基づき、アンケートを
実施する 

・利用の多いスーパーおくやまの停留所において、アンケートを実施す
る。 

・アンケート調査票については、参考資料参照。 
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② 調査結果概要 

(1) 利用者 OD 

【「スーパーおくやま前」の乗降】 

・全乗車の 39%、全降車の 28%を占めています。 
・このうち、結崎駅～保田公民館前（保田線）が 86%を占め、保田線（京奈和高架下～

東方東口）、吐田線の利用者は非常に少なくなっています。 
・保田公民館前の利用者が最も多く（乗車 10、降車 12）、次いで、唐院住宅前（乗車 6、

降車 8）、唐院東口（乗車 5、降車 5）となっています。 

 

《スーパーおくやま前発着の OD（11/8～11/12 計》 

 

 
 

  

スーパーおくやま前
乗車 降車 乗降計 %

保田線（結崎駅南口～保田公民館前） 47 32 79 86%
保田線（京奈和高架下～東方東口） 3 3 6 7%
吐田線（唐院西口～結崎団地北口） 4 3 7 8%
計 54 38 92 100%
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【「結崎駅北口・結崎駅南口」の乗降】 

・全乗車の 5%、全降車の 21%を占めています。 
・このうち、結崎駅～保田公民館前（保田線）が 72%を占め、保田線（京奈和高架下～

東方東口）、吐田線の利用者は少なくなっています。 
・川西町役場前の利用者が最も多く（乗車 9、降車 1）、次いで、保田公民館前（乗車 5、

降車 2）となっています。 

 

《結崎駅北口・結崎駅南口発着の OD（11/8～11/12 計》 

 

 

 

  

結崎駅南口＋結崎駅北口
乗車 降車 乗降計 %

保田線（結崎駅南口～保田公民館前） 4 22 26 72%
保田線（京奈和高架下～東方東口） 2 3 5 14%
吐田線（唐院西口～結崎団地北口） 1 4 5 14%
計 7 29 36 100%
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【その他の停留所の乗降】 

・川西町役場前を中心に利用が見られますが、非常に少ない状況です。 

 

《「スーパーおくやま」「結崎駅南口」「結崎駅北口」以外発着の OD（11/8～11/12 計》 

 
 

 

  

11/8～11/12（5日計）
降車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

乗車

保
田
公
民
館
前

唐
院
西
口

唐
院
北
口

南
吐
田

北
吐
田
公
民
館
前

上
吐
田
南
口

ぬ
く
も
り
の
郷

西
城
公
民
館
前

結
崎
団
地
北
口

東
方
東
口

東
人
権
セ
ン
タ
ー

前

東
方
西
口

東
城
出
荷
場
前

京
奈
和
自
動
車
道
高
架
下

ス
ー

パ
ー

お
く
や
ま
前

結
崎
駅
南
口

結
崎
駅
北
口

川
西
診
療
所
前

川
西
小
学
校
東
口

川
西
町
役
場
前

井
戸

西
人
権
セ
ン
タ
ー

前

川
西
郵
便
局
前

唐
院
東
口

唐
院
南
口

唐
院
住
宅
前

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

前

乗車計 降車計
1 保田公民館前 10 5 1 1 1 18 15
2 唐院西口 3
3 唐院北口 2 2 1
4 南吐田 2 2 1
5 北吐田公民館前 2 2
6 上吐田南口
7 ぬくもりの郷
8 西城公民館前
9 結崎団地北口 1 1 1

10 東方東口 2 1 3 2
11 東人権センター前 3 3 3
12 東方西口
13 東城出荷場前
14 京奈和自動車道高架下 1 1 1
15 スーパーおくやま前 12 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 7 4 5 2 8 1 54 38
16 結崎駅南口 2 1 1 4 19
17 結崎駅北口 1 1 1 3 10
18 川西診療所前 3 1 4 3
19 川西小学校東口 1 1 2 2
20 川西町役場前 1 2 5 4 1 13 7
21 井戸 1 1 1
22 西人権センター前 1 1 2 8
23 川西郵便局前 1 1 4
24 唐院東口 5 1 1 7 5
25 唐院南口 1 3 1 5 4
26 唐院住宅前 6 1 1 8 8
27 ふれあいセンター前 1 1 1

降車計 15 3 1 1 1 2 3 1 38 19 10 3 2 7 1 8 4 5 4 8 1 137 137
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(2) お出かけ先 

・町内のスーパー（おくやま）と回答した人が約 67％で最も多く、圧倒的多数を占めて
います。 

 

■町外のスーパー       ■町外の医院        ■その他 

 

■町内の医院 

 

 

 

 

 

 

(3) 曜日別利用状況（乗車人数） 

・延べ乗車人数は 137 人ですが、複数回利用している人が多く、実乗車人数は 67 人とな
っています。往復で利用される方も多いため、実利用者数は約 30 人程度と考えられ、
毎日利用する方もいます。 

 
  

89

7

11

10

5

27

0 20 40 60 80 100

町内のスーパー

町外のスーパー

町内の医院

町外の医院

町役場

その他
N = 132

回答数

天理市ビック 6

かしはら、コンビニ 1

N = 7

31

10

10

8

9

10

12

4

6

8

4

7

8

2 8

31

20

30

24

32

0 5 10 15 20 25 30 35

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

（人／日）

（今週)1回目 (同）2回目 (同)3回目 (同）4回目 (同)5回目

延べ乗車人数 137

実乗車人数 68

週2日以上利用 34

週3日以上利用 19

回答数

川西診療所 6

たつみ歯科医院 2

みやもと整骨院 2

N = 10

回答数

銀行、郵便局等 5

天理市方面 5

大和郡山市方面 4

橿原市方面 3

東京方面 2

奈良市方面 1

田原本町方面 1

その他 5

N = 26

回答数

国保中央病院 5

郡山の歯科（ふくもと） 1

八木西口 1

天理よろづ病院 1

天理市高井病院 1

郡山 1

N = 10
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(4) 属性（実乗車人数ベース） 

①性別            ②年齢層【参考：聴取調査非実施。調査員にて判断】 

      

 

③運転免許の保有状況 

 

 

(5) コミュニティバスに対する自由意見 

 

  

男性

13

19.4%

女性

54

80.6%

N = 67

10代

0

0%

20代

1

2%

30代

0

0%

40代

4

6%

50代

6

9%

60代

13

20%
70代

24

36%

80歳以上

18

27%

N = 66

持っている

12

21.1%

取得したこと

がない

33

57.9%

返納済み

12

21.1%

N = 57

助かっている・重宝している・満足している・ありがたい・辞めないでほしい 14

運行便数を増やしてほしい 14

土日祝日に運行してほしい 6

運行ルートの変更や延伸（JR駅方面） 3

最終は役所どまりではなく保田公民館まで 2

朝晩の運行時間帯を伸ばしてほしい 2

3連休時に1日でよいので運行してほしい 2

バス停を増やしてほしい 2

押し車を乗せれるようにしてほしい 1

その他 10

（社内飲食不愉快、毎日運動がてらおくやまに行く、近所付き合いがない、月3，4回利用、町職員で利用等）
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【参考：スーパーおくやまにおけるバス利用者への聴き取り調査】 

(1) おくやまの利用頻度・利用曜日 

 

(2) おくやまがコノミヤ系列に変わった後の利用頻度 

 

(3) コミュニティバスでおくやまを利用するにあたっての要望 

 
(その他意見) 

【バスに関する意見】 
・保田の停留所を増やして欲しい。近隣の方も皆要望している。集落の端と端に作って欲しい。 
・おくやま前の停留所の椅子を新しくして欲しい。保田の停留所を増やして欲しい。 
・土曜日、日曜日も走って欲しい 
・土曜日か日曜日、どちらかでも走って欲しい。 
・土曜日、日曜日も走らせて欲しい。祝日も運行して欲しい。 

【その他】 
・スーパー内の空いているスペースに休憩出来るイスなどを用意して欲しい！ 

週に２回以上

18 

週に１回

1 月に２，

３回

3 

月に１回未満

0 

n= 22

9 

2 

5 

3 

10 

0 

12 

0 5 10 15

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土日

特に曜日は決めていない

n= 22

特に変わりはない

19 

利用頻度が増えた

0 

利用頻度が減った

2 
系列が変わったことを知

らなかった

0 

n= 22

3 

0 

2 

13 

0 5 10 15

運行本数を増やす

乗り降りが楽になる対応

待ち時間が退屈にならないような

お店やサービス

その他

n= 22
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（２）令和３(2021)年度上半期（4 月～9 月）の利用状況 
① バス停別乗車数（令和３(2021)年 4～9 月） 

・バス停別では、「スーパーおくやま前」が乗車 1,407 人、降車 1,117 人と最も多く、全体
の 3～4 割（乗車 37％、降車 29％）を占めています。 

・これに次いで、唐院住宅前（乗 365、降 325）、保田公民館前（乗 353、降 330）、川西町
役場前（乗 332、降 372）となっており、町南部を運行する保田線の停留所での乗降が多
数を占めています。 

・一方、町北部を運行する吐田線の停留所での乗降は非常に少なく、多くの停留所で 1 日
あたりの利用者数が 1.0 人を下回っています。 

・結崎駅南口（乗 68、降 450）、結崎駅北口（乗 95、降 294）は、降車が圧倒的に多くなっ
ており、行き（自宅等から駅まで）はコミュニティバスを使うが、帰りはコミュニティ
バス以外の交通手段を使っていると考えられます。 

  

 
資料：川西町 

バス停別利用者数・乗車 

（2021.4-9） 

バス停別利用者数・降車 

（2021.4-9） 
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② 便別(時間帯別)乗車数（令和３(2021)年 4～9 月） 

・便別では、主に午前中に運行される①～⑤便の利用者が全体の 65％を占め、1 便あたり
の乗車数は 4.1 人となっています。 

・午後以降に運行される便については乗車数が少なく、⑥～⑩便は 1.5 人/便、⑪～⑮便は
0.7 人/便と 1 便当たり平均 2 人を下回っています。 

 

 
資料：川西町 

③ 曜日別乗車数（令和３(2021)年 4～9月） 

・利用目的として買物が多く、週末はコミュニティバスが運行されていないため、曜日別
では、月曜日・金曜日の利用が多く、木曜日が最も少なくなっています。 

 

 

資料：川西町 
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④ コミュニティバスの利用目的（減額利用申請者アンケート調査（R3.3 実施）より） 

・減額利用申請者アンケートによると、買い物での利用頻度が最も多く、月数回以上利用
するが６割を超えています。これに対して、公共施設・銀行や病院については３～４割
割程度、趣味・レジャーについては２割程度となっています。 

・減額利用申請を行ったものの「利用しない」「ほとんど利用しない」と回答した人が約 30
名程度おり、実際にコミュニティバスを利用している人は約 100 名程度と想定されます。 

 

 
※アンケート全回答者 134 名中、すべての目的について「ほとんど利用し

ない」「利用しない」と回答した 31 名を除いた集計。（N=103） 
資料：減額利用申請者アンケート調査（R3.3 実施） 
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4.9

3.9

7.8

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物
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週3回以上 週1.2回 月数回 年数回 ほとんど利用しない 利用しない 未回答
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（３）新型コロナウイルス感染症の影響（令和元(2019)年度～令和３(2021)年度の月別乗車数） 
・新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」）の拡大前まで（令和元(2019)年 12 月

頃まで）は、毎月が増加傾向にありましたが、新型コロナ拡大以降、大幅に減少し、緊急
事態宣言時（令和２(2020)年 4～5 月）は前年同月比 3～4 割減となりました。 

・その後利用者数はやや回復し、運賃無料化した令和２(2020)年 10 月～令和３(2021)年 3
月は、コロナ前の令和元(2019)年同月を上回りました。 

・有料に戻した令和３(2021)年 4～9 月は、無料期間よりも減少したものの、コロナ前の令
和元(2019)年 4～9 月の約 98％程度に回復しています。 

 

 
資料：川西町 
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（４）利用状況のまとめ 
・「スーパーおくやま」への買い物のための移動手段として利用されている割合が高く、そ

の多くが「結崎駅～保田公民館間（保田線）」の利用で占められています。 
・一方で、「京奈和自動車道高架下～東方東口（保田線）」「結崎団地北口～唐院西口（吐田

線）」の利用は非常に少なくなっています。 
・限られた利用者（数十名程度）によるヘビーユース（繰返し利用）が利用の多くを占め

ていると考えられます。 
・利用の多くが午前中の便で占められ、午後の利用は非常に少なくなっています。 
・利用者の多くが女性で、運転免許を持たないため、生活のための移動手段としてコミュ

ニティバスが必要不可欠との声があります。利用者からは、増便、運行時間帯の拡大、
土日祝の運行を望む声があります。 
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５－２ 町民アンケート 

（１）実施概要 
項目 内容 

対象者 高校生以上の町民 2,000 人を対象に各戸につき 2 枚配布 
方法 郵送配布・郵送回収 
調査期間 令和３(2021)年 10 月 26 日発送 11 月 15 日締切 
有効配布数 1,951 通（49 通が住所不定のため返送） 
有効回収数 951 通（1,461 票） 
回答率 48.7％ 
主な調査項目 ・個人属性   ・ふだんの外出状況   ・自動車による送迎状況 

・コミュニティバスの利用状況      ・地域公共交通に求めるもの 
・生活スタイル（新型コロナの影響、スマートフォンの利用等） 
・アンケート調査票は参考資料参照。 

 

（２）結果概要（回答項目別） 
① 回答者概要 

(1)性別                 (2)年齢 

      
 

 

(3)居住地区               (4)世帯構成 

    

  

男性

754

52.8%

女性

675

47.2%

N = 1,429

結崎

752

51.8%

下永

212

14.6%

吐田

121

8.3%

梅戸

94

6.5%

唐院

188

13.0%

保田

84

5.8%

N = 1,451

10歳代

28

1.9%

20歳代

46

3.2%
30歳代

79

5.4%

40歳代

150

10.3%

50歳代

193

13.3%

60～64歳

119

8.2%65～69歳

169

11.6%

70～74歳

252

17.4%

75～79歳

197

13.6%

80～84歳

124

8.5%

85歳以上

94

6.5%

N = 1,451

一人暮らし

191

13.2%

家族と同居

（夫婦のみ）

517

35.7%

家族と同居

（２．以外）

739

51.0%

その他

3

0.2%

N = 1,450



 

43 

 

(5)運転免許の保有状況 

・免許非保有者（予定を含む）の約 6 割が 75 歳以上の後期高齢者となっています。 
 

 

 
(6) 公共交通を使って 1人で外出可能か 

・「あまりできない」「まったくできない」と回答した人は、全回答者では 10％未満ですが、
免許非保有者（予定を含む）に限れば、26％と高くなっています。 

 

（全回答者）            （免許非保有者（予定を含む）のみ） 

   
 

  

持っている

1,059

75.6%

返納した

118

8.4%

返納を検討中

14

1.0%

取得したことがない

210

15.0%

N = 1,401

問題なくできる

1,157

81.1%

だいたいできる

157

11.0%

あまりできない

61

4.3%

まったくできない

51

3.6%

N = 1,426

10～64歳 65～74歳 75歳以上 計

返納した 7 31 80 118

返納を検討中 2 6 6 14

取得したことがない 49 45 115 209

計 58 82 201 341

問題なくできる

163

48.7%だいたいできる

84

25.1%

あまりできない

44

13.1%

まったくできない

44

13.1%

N = 335
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② ふだんの外出について 

(1) 通勤・通学 

・最も多い通勤・通学先、２番目に多い通勤・通学先ともに、川西町外（奈良県内）が半数
を超えています。 

・交通手段は自家用車が最も多く、次いで鉄道が多くなっています。鉄道利用者が利用す
る鉄道駅としては、結崎駅が最も多く、次いでＪＲ法隆寺駅となっています。 

 

 最も多い 2 番目に多い 

通勤・通

学先 

  

外出頻度 

  
交通手段 

  
利用する

鉄道駅と

駅までの

交通手段 

○利用する鉄道駅 

 
○駅までの交通手段 

 

  

川西町内（自宅外）

120

17.2%

川西町内（自宅）

34

4.9%

川西町外（奈良

県内）

420

60.1%

川西町外（奈良県外）

125

17.9%

N = 699

川西町内（自宅外）

28

18.5%

川西町内（自宅）

16

10.6%

川西町外（奈良

県内）

78

51.7%

川西町外（奈良県外）

29

19.2%

N = 151

週5日以上

456

65.5%

週3～4日

159

22.8%

週1～2日

50

7.2%

月1～3日

18

2.6%

月に1日未満

13

1.9%

N = 696

週5日以上

16

10.9%

週3～4日

31

21.1%

週1～2日

53

36.1%

月1～3日

34

23.1%

月に1日未満

13

8.8%

N = 147

徒歩

35

4.9%

自転車

53

7.4%

自家用車（自分

で運転）

384

53.9%

自家用車（自分

以外が運転）

25

3.5%

バイク・原付

27

3.8%

鉄道

177

24.8%

路線バス

0

0.0%

コミュニティバス

4

0.6%

タクシー

2

0.3%

なし（在宅で勤

務・学習）

6

0.8%

N = 713

徒歩

16

8.3%

自転車

13

6.8%

自家用車（自分

で運転）

84

43.8%
自家用車（自分

以外が運転）

10

5.2%

バイク・原付

6

3.1%

鉄道

58

30.2%

路線バス

0

0.0%

コミュニティバス

2

1.0%

タクシー

1

0.5%

なし（在宅で勤

務・学習）

2

1.0%

N = 192

136

42

28

28

14

5

1

徒歩

自転車

自家用車（自分で運転）

自家用車（自分以外が運転）

バイク・原付

コミュニティバス

タクシー

0 50 100 150

N = 233

（複数回答）

196

7

27

7

6

近鉄結崎駅

近鉄ファミリー公園前駅

JR法隆寺駅

JR大和小泉駅

その他

0 50 100 150 200 250

N = 236

（複数回答）
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【地域別集計】 

（通勤・通学先（最も多い）） 

 
（通勤・通学の交通手段（最も多い通勤先）） 

 
（通勤・通学時に利用する鉄道駅） 

 
（通勤・通学時に利用する駅までの交通手段） 

 

N = 372

N = 101

N = 57

N = 48

N = 80

N = 35

16.1

18.8

22.8

27.1

16.3

5.7

5.1

5.9

3.5

2.1

3.8

8.6

59.7

61.4

52.6

62.5

61.3

60.0

19.1

13.9

21.1

8.3

18.8

25.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

川西町内（自宅外） 川西町内（自宅）

川西町外（奈良県内） 川西町外（奈良県外）

　N = 380

　N = 99

　N = 57

　N = 49

　N = 83

　N = 38

5.8

3.0

3.5

2.0

6.0

5.3

8.2

7.1

3.5

10.2

3.6

5.3

47.4

67.7

64.9

67.3

54.2

50.0

3.4

3.5

8.2

6.0

3.4

2.0

5.3

7.2

7.9

30.3

20.2

14.0

8.2

21.7

31.6

0.5

1.8

2.0

0.3

1.8

0.8

1.8

2.0

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

徒歩 自転車
自家用車（自分で運転） 自家用車（自分以外が運転）
バイク・原付 鉄道
路線バス コミュニティバス
タクシー なし（在宅で勤務・学習）

　N = 148

　N = 28

　N = 11

　N = 10

　N = 27

　N = 18

92.6

85.7

18.2

50.0

70.4

44.4

1.4

36.4

3.7

2.0

7.1

45.5

20.0

22.2

50.0

2.7

7.1

10.0

1.4

20.0

3.7

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

近鉄結崎駅 近鉄ファミリー公園前駅 JR法隆寺駅 JR大和小泉駅 その他

　N = 159

　N = 30

　N = 12

　N = 8

　N = 28

　N = 16

75.5

40.0

8.3

10.7

11.3

30.0

16.7

25.0

25.0

25.0

2.5

16.7

25.0

25.0

21.4

43.8

7.5

10.0

25.0

12.5

25.0

12.5

1.9

25.0

12.5

14.3

18.8

0.6

3.3

25.0

3.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

徒歩 自転車
自家用車（自分で運転） 自家用車（自分以外が運転）
バイク・原付 コミュニティバス
タクシー
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(2) 買い物 

・最も多い買い物先については、スーパーおくやまが最も多く約５割を占めています。２
番目に多い買い物先としては、天理市内が最も多くなっています。 

・利用頻度は、週１～2 回が約 4～5 割で最も多くなっています。最も多い買い物先につい
ては、週 3～4 回の利用も多く、約 1/4 を占めます。 

・交通手段は自家用車が最も多く、自分が運転・自分以外が運転をあわせると６割を超え
ています。 

 

 最も多い 2 番目に多い 

買い物先 

 

 

外出頻度 

  
交通手段 

  
利用する

鉄道駅と

駅までの

交通手段 

○利用する鉄道駅 

 
○駅までの交通手段 

 

  

スーパーおくやま

結崎店

643

47.4%

その他の川西町

内の店

22

1.6%

天理市内

288

21.2%

田原本町内

128

9.4%

三宅町内

1

0.1%

大和郡山市内

114

8.4%

奈良市内

18

1.3%

河合町内

15

1.1%

生協の個人宅配

や移動販売

37

2.7%

通販・インター

ネット

32

2.4% その他

59

4.3%

N = 1,357

週5日以上

101

7.6%

週3～4日

342

25.6%

週1～2日

661

49.6%

月1～3日

188

14.1%

月に1日未満

42

3.1%

N = 1,334

週5日以上

20

2.1%

週3～4日

51

5.3%

週1～2日

436

45.3%

月1～3日

375

39.0%

月に1日未満

80

8.3%

N = 962

徒歩

142

10.7% 自転車

159

11.9%

自家用車（自分で

運転）

755

56.7%

自家用車（自分

以外が運転）

150

11.3%

バイク・原付

35

2.6%

鉄道

28

2.1%

路線バス

1

0.1%

コミュニティバス

14

1.1%

タクシー

2

0.2%

なし（通販等を利

用）

46

3.5%

N = 1,332

徒歩

46

4.7%

自転車

69

7.1%

自家用車（自分で

運転）

596

61.2%

自家用車（自分

以外が運転）

134

13.8%

バイク・原付

21

2.2%

鉄道

50

5.1%

路線バス

0

0.0%

コミュニティバス

6

0.6%

タクシー

2

0.2%

なし（通販等を利

用）

50

5.1%

N = 974

スーパーおくやま

結崎店

208

20.1%

その他の川西町

内の店

41

4.0%

天理市内

301

29.0%

田原本町内

175

16.9%
三宅町内

4

0.4%

大和郡山市内

116

11.2%

奈良市内

35

3.4%

河合町内

22

2.1%

生協の個人宅配

や移動販売

61

5.9%

通販・インター

ネット

26

2.5%

その他

48

4.6%

N = 1,037

96

2

10

3

4

近鉄結崎駅

近鉄ファミリー公園前駅

JR法隆寺駅

JR大和小泉駅

その他

0 50 100 150

N = 108

（複数回答）

58

22

10

8

7

4

3

徒歩

自転車

自家用車（自分で運転）

自家用車（自分以外が運転）

バイク・原付

コミュニティバス

タクシー

0 20 40 60 80

N = 105

（複数回答）
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【地域別集計】 

（買い物先（最も多い）） 

 
（買い物時の交通手段（最も多い買い物先）） 

 
（買い物時に利用する鉄道駅） 

 
（買い物時に利用する駅までの交通手段） 

 

　N = 703

　N = 195

　N = 116

　N = 89

　N = 173

　N = 72

52.5

43.6

39.7

40.4

41.0

41.7

1.3

1.7

2.2

2.3

4.2

20.5

36.4

22.4

15.7

14.5

9.7

8.4

7.7

3.4

15.7

15.0

13.9

0.1
7.1

6.7

15.5

13.5

10.4

4.2

1.4

1.0

2.6

1.1

1.2

0.1

0.5

0.9

1.1

1.7

11.1

2.1

1.0

3.4

4.5

5.8

2.8

2.3

1.0

4.3

3.4

2.9

1.4

4.1

2.1

6.0

2.2

5.2

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

スーパーおくやま 結崎店 その他の川西町内の店 天理市内

田原本町内 三宅町内 大和郡山市内

奈良市内 河合町内 生協の個人宅配や移動販売

通販・インターネット その他

　N = 697

　N = 189

　N = 110

　N = 85

　N = 170

　N = 72

17.1

6.3

1.8

3.5

3.5

15.4

12.2

7.3

3.5

5.9

6.9

50.1

61.4

71.8

65.9

62.4

61.1

8.6

13.2

12.7

16.5

13.5

18.1

2.2

2.1

1.8

1.2

4.7

6.9

2.7

2.6

1.2

2.8

0.5

1.1

4.7

4.1

1.4

0.1

0.9

3.9

0.5

3.6

4.7

4.7

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

徒歩 自転車
自家用車（自分で運転） 自家用車（自分以外が運転）
バイク・原付 鉄道
路線バス コミュニティバス
タクシー なし（通販等を利用）

　N = 68

　N = 15

　N = 9

　N = 6

　N = 11

　N = 6

95.6

80.0

44.4

50.0

81.8

50.0

22.2

1.5

6.7

22.2

16.7

18.2

50.0

1.5

33.3

1.5

13.3

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

近鉄結崎駅 近鉄ファミリー公園前駅 JR法隆寺駅 JR大和小泉駅 その他

　N = 72

　N = 13

　N = 7

　N = 4

　N = 11

　N = 5

72.2

38.5

14.3

13.9

46.2

57.1

18.2

4.2

7.7

14.3

50.0

9.1

40.0

2.8

7.7

25.0

36.4

2.8

14.3

25.0

9.1

40.0

2.8

18.2

1.4

9.1

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

徒歩 自転車
自家用車（自分で運転） 自家用車（自分以外が運転）
バイク・原付 コミュニティバス
タクシー
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(3) 通院 

・最も多い通院先については、川西町内の診療所・医院、これに次いで天理よろづ病院と
なっています。２番目に多い通院先については、天理よろづ病院が多くなっています。 

・利用頻度は月に１日未満が最も多く６割以上を占めます。 
・交通手段は自家用車が最も多く、自分が運転・自分以外が運転をあわせると６割を超え

ています。 
 

 最も多い 2 番目に多い 

通院先 

  

外出頻度 

  

交通手段 

  
利用する

鉄道駅と

駅までの

交通手段 

○利用する鉄道駅 

 
○駅までの交通手段 

 

  

川西町内の診療

所・医院

589

46.7%

天理よろづ病院

152

12.1%

高井病院

（天理市）

68

5.4%

国保中央病院

（田原本町）

61

4.8%

奈良県立医科大学

（橿原市）

33

2.6%

その他

358

28.4%

N = 1,261

川西町内の診療

所・医院

114

22.6%

天理よろづ病院

136

27.0%

高井病院（天理市）

36

7.1%

国保中央病院

（田原本町）

58

11.5%

奈良県立医科大学

（橿原市）

21

4.2%

その他

139

27.6%

N = 504

週5日以上

13

1.1%

週3～4日

6

0.5%

週1～2日

35

2.9%

月1～3日

359

29.6%
月に1日未満

799

65.9%

N = 1,212

週5日以上

2

0.5%

週3～4日

1

0.2%

週1～2日

7

1.6% 月1～3日

52

11.8%

月に1日未満

378

85.9%

N = 440

徒歩

204

16.6%

自転車

110

9.0%

自家用車（自分で

運転）

627

51.1%

自家用車（自分

以外が運転）

161

13.1%

バイク・原付

23

1.9%

鉄道

81

6.6%

路線バス

4

0.3%

コミュニティバス

8

0.7%

タクシー

10

0.8%

N = 1,228

徒歩

33

6.9%

自転車

33

6.9%

自家用車（自分で

運転）

253

52.6%

自家用車（自分

以外が運転）

74

15.4%

バイク・原付

8

1.7%

鉄道

71

14.8%

路線バス

0

0.0%

コミュニティバス

4

0.8%

タクシー

5

1.0%

N = 481

146

5

7

1

7

近鉄結崎駅

近鉄ファミリー公園前駅

JR法隆寺駅

JR大和小泉駅

その他

0 50 100 150 200

N = 157

（複数回答）

94

39

10

13

6

8

2

徒歩

自転車

自家用車（自分で運転）

自家用車（自分以外が運転）

バイク・原付

コミュニティバス

タクシー

0 20 40 60 80 100

N = 158

（複数回答）
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【地域別集計】 

（通院先（最も多い）） 

 
（通院時の交通手段（最も多い通院先）） 

 
（通院時に利用する鉄道駅） 

 
（通院時に利用する駅までの交通手段） 

 

　N = 655

　N = 184

　N = 101

　N = 81

　N = 164

　N = 68

48.9

41.3

38.6

48.1

48.2

48.5

10.4

13.0

15.8

12.3

15.2

11.8

5.5

4.9

5.0

11.1

3.0

4.4

4.6

4.9

3.0

4.9

6.7

5.9

2.6

1.6

1.0

1.2

4.9

1.5

28.1

34.2

36.6

22.2

22.0

27.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

川西町内の診療所・医院 天理よろず病院
高井病院（天理市） 国保中央病院（田原本町）
奈良県立医科大学（橿原市） その他

　 N = 638

　 N = 175

　 N = 101

　 N = 77

　 N = 163

　 N = 66

25.1

5.1

2.6

19.6

1.5

11.0

6.9

4.0

3.9

8.0

7.6

43.1

61.7

69.3

67.5

49.7

56.1

10.3

17.1

18.8

18.2

11.0

21.2

1.3

1.1

2.0

1.3

3.1

7.6

8.5

6.9

4.0

1.3

5.5

0.3

0.6

0.6

0.2

3.9

1.2

3.0

0.3

0.6

2.0

1.3

1.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

徒歩 自転車
自家用車（自分で運転） 自家用車（自分以外が運転）
バイク・原付 鉄道
路線バス コミュニティバス
タクシー

　N = 106

　N = 18

　N = 10

　N = 3

　N = 19

　N = 9

98.1

77.8

50.0

33.3

78.9

66.7

0.9

11.1

20.0 10.0

66.7

5.3

33.3

0.9

11.1

20.0

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

近鉄結崎駅 近鉄ファミリー公園前駅 JR法隆寺駅 JR大和小泉駅 その他

　N = 115

　N = 16

　N = 11

　N = 2

　N = 18

　N = 9

73.0

50.0

11.1

17.4

43.8

18.2

50.0

38.9

11.1

2.6

27.3

50.0

11.1

11.1

4.3

6.3

36.4

5.6

22.2

1.7

9.1

5.6

22.2

0.9

9.1

27.8

11.1 22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

徒歩 自転車
自家用車（自分で運転） 自家用車（自分以外が運転）
バイク・原付 コミュニティバス
タクシー
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③ 自動車による送迎について 

・約 4 割が日常的に家族や知り合いを送迎していると回答しており、地域としては吐田地
域でその割合が高くなっています。 

・送迎の目的としては買い物が最も多く、次いで通院となっています。 
・送迎している人の約 3 割が、「公共交通手段がないため」、「送迎対象者が 1 人で外出する

ことが難しいため」と回答しています。 
・送迎している人の約 7 割が、送迎が自らの生活に与える影響は特にないと回答していま

す。 
 

(1)家族や知り合いの送迎の有無       

 

 

 

 

 

 

(2)誰を送迎しているか           (3)送迎の目的 

 

 

 

 

 

 

 

(4)送迎の頻度           (5)送迎の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)送迎の影響 

 

 

 

 

  

結崎 下永 吐田 梅戸 唐院 保田

している 36.7% 41.4% 46.4% 41.9% 39.3% 41.2%

していない 63.3% 58.6% 53.6% 58.1% 60.7% 58.8%

N = 684 N = 191 N = 112 N = 86 N = 173 N = 68

している

522

39.0%していない

815

61.0%

N = 1,337

250

203

98

61

15

18

夫または妻

子ども

親

その他の家族

近所の知人

その他

0 100 200 300

N = 533

（複数回答）

62

101

180

255

37

117

通勤

通学

通院

買い物

施設等への通所

その他

0 100 200 300

N = 530

（複数回答）

休日を含むほぼ

毎日

33

6.4%

平日はほぼ毎日

60

11.6%

週に１～３日程度

168

32.4%

月に１～３日程度

199

38.3%

休日のみ

37

7.1%

荒天時のみ

22

4.2%

N = 519

送迎の対象者が1人で外出することが難しいから

自家用車のほうが早くて便利だから

自家用車のほうが安いから

自らが外出する際のついで

目的地まで徒歩や自転車では遠いが、
公共交通手段がないから

165

137

290

14

43

0 100 200 300 400

N = 512
（複数回答）

自らの仕事や家事に影響がある

身体的に運転・送迎することに負担がある

特に影響はない

その他

自らの余暇時間（仕事・家事以外の時間）
に影響がある

67

94

21

378

4

0 100 200 300 400

N = 529
（複数回答）
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④ コミュニティバスの利用状況について 

(1)コミバスの利用頻度 

・コミバスを利用しているのは約１割ですが、免許非保有者だけで見ると、約 25％となっ
ています。利用頻度としては、月に１日未満が最も多くなっています。 

・利用していると回答した人の年齢層は、65 歳以上が約 75％、75 歳以上が約 4 割を占め
ています。 

・地域別では、唐院・保田・梅田地域では 2 割を超えていますが、その他の地域では 1 割
を下回っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【免許保有状況別集計】 

 
 

【地域別集計】 

 
  

　N = 997

　N = 315

0.3

3.5

0.6

7.9

5.1

13.7

94.0

74.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

免許保有

免許非保有

週3日以上 週1～2日 月1～3日 月に1日未満 利用したことがない

　N = 702

　N = 196

　N = 116

　N = 86

　N = 176

　N = 71

0.6

0.3

0.5

2.3

4.5

2.8

1.3

2.6

2.6

5.8

3.4

1.4

3.4

4.1

8.6

12.8

18.2

16.9

95.0

92.9

88.8

79.1

73.3

78.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

週3日以上 週1～2日 月1～3日 月に1日未満 利用したことがない

週3日以上

2

0.1%

週1～2日

15

1.1%

月1～3日

31

2.3% 月に1日未満

97

7.2%

利用したことがな

い

1,210

89.3%
N = 1,355

【利用者の年齢層】 

10歳代

3

2%

20歳代

1

1%

30歳代

6

4%
40歳代

7

5%

50歳代

11

7%

60～64歳

9

6%

65～69歳

11

8%
70～74歳

31

21%

75～79歳

20

14%

80～84歳

23

16%

85歳以上

23

16%
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(2)コミバスの利用目的 

・コミバスの利用目的としては、買い物が最も多く、次いで、その他、通院が多くなって
います。 

 

 
 

(3)コミバスを利用しない理由 

・コミバスを利用しない理由としては、他の交通手段があるから使わないが最も多く、こ
れに次いで、コミバスの運行時間帯や運行本数を理由に挙げる人が多くなっています。 

 

 
 

  

111

73

8

6

11

37

20

21

80

買い物

通院

通勤

通学

趣味・習い事

公共施設

金融機関（銀行・郵便局）

知人・親せき訪問

その他

0 50 100 150

N = 241

（複数回答）

108

65

17

209

219

137

36

781

53

166

自宅からバス停までが遠い

目的地がバス停から離れている

料金が高い

運行本数が少ない

利用したい時間帯に運行されていない

土・日・祝日に運行されていない

他の公共交通（近鉄電車・天理いちょう号）

との接続が悪い

他の交通手段があるから使わない

高齢や障がいがあるためバスを利用できない

その他

0 200 400 600 800 1,000

N = 1,236

（複数回答）
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(4)コミバスの今後の利用意向 

・コミバスの今後の利用意向については、今後も利用する予定がないという回答が最も多
いですが、高齢者ほど今後の利用意向は高く、約 2 割が今後利用したい、約 3 割が運行
サービスの改善により利用してもよいと回答しています。 

 

  
【利用頻度別集計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別集計】 

 

 

 

 

【免許保有状況別集計】 

 

 

 

【地域別集計】 

 

  

今後利用したい

135

10.3%
無料であれば、

今後利用したい

85

6.5%

運行サービスが便利

になれば利用したい

302

23.0%

他の交通手段がある

ので、今後も利用する

予定はない

445

33.9%

わからない

347

26.4%

N = 1,314

　N = 2

　N = 13

　N = 29

　N = 94

　N = 1,143

　

100.0

61.5

51.7

18.1

7.6

15.4

13.8

12.8

5.2

23.1

31.0

53.2

20.6

9.6

37.4

3.4

6.4

29.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週3日以上

週１～2日

月1～3日

月に１日未満

利用したことがない

今後利用したい
無料であれば、今後利用したい
運行サービスが便利になれば利用したい
他の交通手段があるので、今後も利用する予定はない

わからない

　N = 578

　N = 388

　N = 343

5.4

10.6

18.4

7.4

6.4

5.0

17.0

29.6

25.1

43.3

26.5

26.5

27.0

26.8

25.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10～64歳

65～74歳

75歳以上

　N = 969

　N = 300

8.3

15.7

6.5

5.7

21.8

28.0

36.6

26.3

26.8

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

免許所有

免許非所有

　N = 676

　N = 187

　N = 115

　N = 82

　N = 171

　N = 76

7.4

9.6

15.7

14.6

11.1

19.7

5.3

9.1

3.5

12.2

8.2

3.9

19.8

16.0

24.3

28.0

40.4

21.1

36.8

35.8

33.0

24.4

22.8

40.8

30.6

29.4

23.5

20.7

17.5

14.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田
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⑤ 地域公共交通がなくなった場合の生活への影響 

・近鉄電車がなくなると日常生活に支障があると回答した人が約 3 割、川西町コミユニテ
ィバスがなくなると支障があると回答した人は約７％となっています。 

 

 
【地域別集計（川西こすもす号）】 

 
 

⑥ 今後必要だと思う（あればぜひ利用したい）サービス 

・今後必要だと思う地域公共交通のサービスについては、「既存のタクシーを割安で利用で
きるようになること」と回答した人が回答者数の約 3 割で、最も多くなっています。 

・また、運行本数増、土日運行、町外駅へのアクセス等のコミュニティバスのサービス改
善を望む人も、それぞれにつき約 2 割程度あります。 

・回答者数の約 2 割は、町の財政を増やしてまでやる必要はないと回答しています。 
 

 
  

29.2

78.8

89.2

33.2

7.2

2.5

23.4

8.5

5.4

14.1

5.5

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近鉄電車

川西こすもす号

天理いちょう号

変化しない（今も利用していない）

移動手段がなくなる（日常生活に支障）

別の交通手段で移動する（外出頻度は変わらない）

別の交通手段で移動する（外出頻度は減少）

　N = 490

　N = 142

　N = 90

　N = 61

　N = 145

　N = 52

85.5

87.3

68.9

63.9

64.8

65.4

3.7

5.6

12.2

16.4

11.0

15.4

7.3

3.5

7.8

14.8

12.4

17.3

3.5

3.5

11.1

4.9

11.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結崎

下永

吐田

梅戸

唐院

保田

変化しない（今も利用していない）
移動手段がなくなる（日常生活に支障）
別の交通手段で移動する（外出頻度は変わらない）
別の交通手段で移動する（外出頻度は減少）

現行のコミュニティバスの運行本数を増やす

現行のコミュニティバスの運行ルート（行先）を増やす

現行のコミュニティバスを土曜日や日曜日にも運行する

町外の鉄道駅にアクセスするバスを運行する

予約制の乗合タクシーとし、使いたいときに使えるようにする

既存のタクシーをもっと割安で利用できるようにする

電動アシスト自転車の購入に対する補助

町の財政を増やしてまでやる必要はない

その他

近くのバス停や公共施設等までの移動を支援する
1人用乗り物（電動車いす、シニアカー等）の導入

273

216

262

262

213

388

89

170

249

60

0 200 400 600

N = 1,180

（複数回答）
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⑦ 生活スタイルの変化 

(1)新型コロナの影響 

・新型コロナの影響により、外出頻度がコロナ禍前より減ったと回答した人が約７割、公
共交通利用がコロナ禍前より減ったと回答した人が約５割となっています。 

・公共交通が安心に利用できないために利用を控えているという人は 2 割程度おり、その
代わりに利用が増えた交通手段としては、自動車が最も多くなっています。 

 

 
 

【外出頻度（年齢別）】 

 

 

 

 

 

【公共交通利用（年齢別）】 

 

 

 

 

 

【公共交通が安心に利用できているか】 

 

 

 

 

 

 

 

【代わりに増えた交通手段】              

 

 

 

 

 

  

N = 1,395

N = 1,326

69.7

47.6

29.7

51.9

0.6

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外出頻度

公共交通利用

コロナ禍前より減った コロナ禍前と変わらない コロナ禍前より増えた

N = 544

N = 328

N = 260

39.0

37.2

45.8

41.0

35.1

33.5

20.0

27.7

20.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10～64歳

65～74歳

75歳以上

安心して利用
安心できないがやむを得ず利用
安心できないので利用を控えている

N = 603

N = 406

N = 379

69.7

71.7

67.8

29.2

28.3

31.9

1.2

0.0

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10～64歳

65～74歳

75歳以上

コロナ禍前より減った コロナ禍前と変わらない コロナ禍前より増えた

N = 589

N = 383

N = 348

41.1

54.3

50.3

58.1

45.4

49.4

0.8

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10～64歳

65～74歳

75歳以上

コロナ禍前より減った コロナ禍前と変わらない コロナ禍前より増えた

安心して利用

455

40.0%安心できないがや

むを得ず利用

427

37.6%

安心できないので

利用を控えている

255

22.4%

N = 1,137

98

95

351

157

15

13

徒歩

自転車

自動車（自分で運転）

自動車（自分以外が運転）

自動二輪・原付

タクシー

0 100 200 300 400

N = 587

（複数回答）
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(2)スマートフォンの利用 

・スマートフォンの普及が進んでいますが、75 歳以上の高齢者の所有率はまだ 4 割弱にと
どまっています。 

・スマートフォンを用いて利用する機能としては、通話、メール・ＳＮＳ、インターネッ
トの順に多く、これらの利用率は 64 歳未満では８割を超えますが、65 歳以上では利用
率は低くなっており、75 歳以上では、メール・ＳＮＳは約 3 割、インターネットは 2 割
未満となっています。 

 

   
 

【スマートフォンを用いて利用する機能】 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

スマートフォン・タ

ブレット

995

71.2%

携帯電話（スマー

トフォン以外）

258

18.5%

持っていない

144

10.3%

N = 1,397

951

908

740

515

319

125

通話

メール・SNS（LINEなど）

インターネット

路線・乗換検索

キャッシュレス決済（PayPayなど）

その他

0 200 400 600 800 1,000

N = 1,019

（複数回答）

N = 605

N = 403

N = 382

91.4

72.0

38.7

6.4

19.1

36.6

2.1

8.9

24.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10～64歳

65～74歳

75歳以上

スマートフォン・タブレット 携帯電話（スマートフォン以外）
持っていない

10～64歳 65～74歳 75歳以上

通話 83.6% 70.0% 41.6%

メール・SNS（LINEなど） 86.8% 65.5% 30.1%

インターネット 80.3% 45.7% 17.3%

路線・乗換検索 57.0% 28.5% 13.4%

キャッシュレス決済（PayPayなど） 40.8% 12.9% 4.7%

その他 13.9% 6.9% 3.1%

計 N = 605 N = 403 N = 382
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（３）結果概要（まとめ） 
【ふだんの外出】 

・通勤・通学は、町外（奈良県内）が 5 割以上を占める。 
・最も多く行く買い物先としては、スーパーおくやま・結崎店が最も多く（約 5 割）、次

いで天理市内（約 2 割）。2 番目によく行く買い物先としては、天理市が約 3 割、田原
本町が約 2 割と町外が多くなっている。外出頻度は週 1～2 回が最も多く約 4～5 割。 

・最も多く行く通院先としては、川西町内の診療所・医院が最も多く（約 5 割）、次いで
天理よろづ病院（約 1 割強）。2 番目に多く行く通院先としては、天理よろづ病院が約
3 割で最も多い。外出頻度は月に 1 日未満が最も多く 6 割を超える。 

・交通手段はいずれの目的とも自家用車（自分で運転）が約 5 割程度を占め最も多い。 
・日常的に家族等を送迎している人は全体の約 4 割で、買物・通院での送迎が多い。 

 
【コミュニティバスの利用について】 

・利用したことがあるのは約 1 割弱で、そのうち約 7 割が月に 1 日未満の利用となって
いる。利用者の約 75％が 65 歳以上で、さらに、75 歳以上が約 4 割を占めている。 

・コミバスを利用しない理由としては、「他の交通手段があるから」が最も多く、これに
次いで、コミバスの運行時間帯や運行本数を利用しない理由に挙げる人が多い。 

・高齢者ほど今後の利用意向は高く、運行サービスの改善により利用してもよいと考え
る人も３割程度いる。 

 
【今後の地域公共交通について】 

・近鉄電車がなくなると日常生活に支障があると回答した人が約 3 割、川西町コミユニ
ティバスがなくなると支障があると回答した人は約 7％。 

・今後必要だと思う地域公共交通のサービスについては、「既存のタクシーを割安で利用
できるようになること」と回答した人が最も多く、回答者数の約 3 割。コミバスのサ
ービス改善（運行本数増、土日運行、町外駅へのアクセス等）についても、それぞれに
ついて約 2 割程度が改善を望んでおり、コミバス・タクシーに対する要望が多くなっ
ている。また、町の財政を増やしてまでやる必要はないと回答した人は約 2 割程度と
なっている。 

 
【生活スタイルの変化について】 

・新型コロナの影響により、外出頻度や公共交通利用が減ったという人が約 5～7 割を占
める。また、公共交通の利用を控えているという人も 2 割程度おり、その代わりに利
用が増えた交通手段としては、自動車が最も多い。 

・スマートフォンの普及が進んでいるが、75 歳以上の高齢者の所有率はまだ 4 割弱にと
どまっている。 
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６．川西町の地域公共交通に関する現状と課題 

６－１ 現状のまとめ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）川西町の現状・社会情勢 

・人口減少・高齢化が進展。今後、高齢者の総数は減少していくが、75 歳以上の後期高

齢者数は増加する。要介護認定者も増加見込み。 
・結崎地区に人口の約 7 割が集中し、地域間で人口集積、土地利用等に偏りがある。 
・日常生活を送るうえで、移動における自動車への依存度が高まっている。 
・運転免許の自主返納件数は増加傾向にある一方、公共交通の主要な利用者であった女性

高齢者の運転免許保有率も上昇傾向にある。 
・鉄道駅から結崎・唐院工業団地への従業員送迎バスが企業単位で運行されている。運

行は朝夕に集中し、昼間の運行はない。 

（２）コミュニティバスの利用状況 

・コミュニティバスは町内を概ね網羅するように運行しているが、現状では必ずしも利

用者は多くなく、事業採算性も非常に低い状況が続いている。 
・買い物目的でスーパーおくやまを訪れる人のコミュニティバス利用が多くを占めてお

り、利用区間・利用時間帯・利用者に大きな偏りが見られる。 
○利用区間：結崎駅～保田公民館に集中 
○利用時間帯：午前中に集中 
○利用者：毎日のように利用するヘビーユーザ（数十名程度） 

・限られた利用者ではあるが、多くが運転免許を持たない高齢者であり、生活を送るうえ
でコミュニティバスが必要不可欠で、増便、運行時間帯の拡大、土日祝の運行が望ま
れている。 

（３）町民の移動ニーズ（町民アンケート結果より） 

・外出時の交通手段の 5 割程度を自動車が占めており、自家用車による移動が定着してい
る。日常的に自家用車による送迎を行っている人も 4 割程度いる。 

・買物・通院目的でよく行く行き先は町内が最も多いが、買い物は天理市や田原本町、

通院は天理市への利用もこれに次いで多くなっている。 
・コミバスを利用したことがあるのは約 1 割弱で、利用頻度も低い。利用者の大半を高

齢者が占めており、後期高齢者も多い。 
・コミバスを利用しない理由としては、「他の交通手段があるから」が最も多い。 
・高齢者ほど今後のコミバス利用意向は高く、運行サービスの改善により利用してもよい

と考える人も 2 割程度いる。 
・今後必要だと思う地域公共交通のサービスについては、既存のタクシーの割安利用が約

3割、コミバスのサービス改善（運行本数増、土日運行、町外駅へのアクセス）につい

てはそれぞれ 2割程度と、コミバス・タクシーに対する要望が多くなっている。一方
で、町の財政を増やしてまでやる必要はないとの意見も見られる。 

・新型コロナの影響により、5～7割の人の外出頻度・公共交通利用が減り、2 割が公共交
通の利用を控えている。その代わりとして自動車を利用する人が増えている。 

・スマートフォンの普及は進むが、75 歳以上高齢者の所有率は 4 割弱にとどまってい
る。 
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６－２ 地域公共交通の課題の整理 

課題① 

コミュニティバスは必要だが、利用実態・移動ニーズに合わせた見直しが必要 

 利用者の少ないコミュニティバスですが、運転免許を持たない高齢者が主な利用者
層となっており、そうした方々にとっては生活を送るうえで必要不可欠な移動手段
となっています。 

 今後、効率的な運行・ニーズに合わせた運行に向け、運行内容の改善やその他サー
ビスによる対応の可能性を模索する必要があります。 

 

 

《課題を見出した背景》 

・コミュニティバスは利用者が少なく、利用の多くがスーパーおくやまへの買物利用。 
・利用区間は、保田線（スーパーおくやま～川西町役場～保田公民館）が多くを占めており、吐田

線（結崎団地北口～北吐田公民館～唐院西口）及び保田線（京奈和自動車道高架下～東方東口）は利
用者が非常に少ない。 

   
図 コミュニティバスの利用頻度  

【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 

 

 
図 コミュニティバスのバス停別利用者数（乗車）【令和３(2021)年 4～9 月の利用実績より】 
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図 コミュニティバスの利用目的 
【令和３(2021)年 11 月実施の利用者アンケートより】 
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・コミュニティバスの利用時間帯は、午前中に集中し、午後の利用は非常に少ない。 

 

 
図 1日あたり便別利用者数【令和３(2021)年 4-9 月の利用実績より】 

 

・コミュニティバスの主要な利用者は、免許非保有の高齢者となっており、75 歳以上の
後期高齢者が約半数を占めている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【免許保有状況別集計】 

 
図 コミュニティバスの利用者層【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 
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・コミュニティバスの利用者からは、生活を送るうえでコミュニティバスが必要不可欠
で、増便、運行時間帯の拡大、土日祝の運行が望む声が多い。 

 

表 コミュニティバス利用者の自由意見【令和３(2021)年 11 月実施の利用者アンケートより】 

 
 

・町民の町外への移動状況を見ると、通院先としては天理よろづ病院が多い。頻度は月 1
回未満が半数以上で自家用車でのアクセスが中心だが、高齢者は送迎・鉄道・タクシー
での通院割合が高い。 

（最も多い通院先）       （2番目に多い通院先） 

 
 
 
 
 
 
 

図 主要な通院先【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 主要な通院先の利用頻度【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 

 

（最も多い通院先）             （2 番目に多い通院先） 

 
 
 
 
 

 

図 天理よろづ病院への交通手段【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 
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・通勤・通学は町外が多く、通学は鉄道、通勤は自動車が多い。利用する鉄道駅として
は結崎駅が多くを占める。一部地域では法隆寺駅利用の割合が多いが、総数としては
少ない。 

 

 

 

 

 

 

 
図 通勤・通学時の交通手段（年齢別）【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通勤・通学で利用する鉄道駅（地域別）【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 
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課題② 

コミュニティバス等で移動が困難な人でも移動しやすい環境を整えることが必要 

 コミュニティバス等を利用したくても利用することが困難な人（高齢や障害等の理
由により、家からバス停やバス停から目的地までが遠い、その移動が厳しい等）が
数は少ないですが一定数存在し、バスサービスの充実による移動の支援には限界が
あります。 

 今後、高齢者全体（65 歳以上）の人口は減少するものの、75 歳以上の後期高齢者
の人口や、要支援・要介護の認定者数は増加する見込みであることから、コミュニ
ティバスでは移動が困難な町民も移動しやすい環境を整えていくことが必要です。 

 

 

《課題を見出した背景》 

・公共交通を使って一人で外出が困難な人が一定数おり、75 歳以上の免許非保有者が多
い。 

 
〇「公共交通を使って 1 人で外出することが困難」と回答した人 
➡回答者の約 8％（112 人）。うち約 84％（94 人）が 65 歳以上、そのうち約 92％（81

人）が免許非保有。 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 公共交通を使って一人で移動できるか【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 
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・公共交通を使って一人で外出が困難な人がコミュニティバスを利用しない理由につい
ては、高齢・障害があることとする人が最も多く、コミュニティバスによる対応には限
界がある。 

〇「コミバスを利用しない理由」、“公共交通を使って一人で外出が困難な人”の回答 
➡「高齢・障害があるためバスを利用できない」との回答が最も多い（38 人／92 人）。 

 
図 コミュニティバスを利用しない理由（公共交通を使って一人で外出が困難な人のみ） 

【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 

 

 

・今後、高齢者のうち、65～74 歳人口は減少するが、75 歳以上人口は増加する見込み。 
・今後、要支援・要介護認定者数は増加する見込み。 

 

 
※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所によるもの（H27 国勢調査結果より推計） 

資料：国勢調査（実績値）、国立社会保障・人口問題研究所（推計値） 
図 高齢者人口の推移 
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図 要支援・要介護の認定者数推移 

 

 

・公共交通を使って一人で外出が困難な人は、既存タクシーの割安利用を望む声が多い。 
 

〇「今後必要なサービス」、“公共交通を使って一人で外出が困難な人”の回答 
➡「既存タクシーの割安利用」を望む声が最も多い（38 人／78 人）。 

 
図 今後必要なサービス（公共交通を使って一人で外出が困難な人のみ） 

【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】  
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課題③ 

地域公共交通に対する理解を深めてもらうことが必要 

 町民の移動は自家用車への依存度が高く、自家用車なしの生活は考えにくくなって
います。 

 一方で、交通事故に占める高齢運転者の割合は増加傾向にあります。 

 高齢者の交通事故を減らしていくためにも運転免許の返納を促していくことが重要
ですが、高齢者の免許返納が進みにくい理由として、免許がなければ日常生活に困
るという意見が多くなっています。 

 運転免許を自主返納した高齢者が、返納後も移動に困らない環境を整え、自家用車
に頼らなくても生活ができることを認識してもらえるよう取組んでいく必要があり
ます。 

 また、新型コロナによって町民の外出や公共交通利用頻度が減少しており、持続可
能な地域公共交通を目指していくために利用促進を図っていくことが必要です。 

 
 

《課題を見出した背景》 

・川西町民のふだんの外出における移動手段のうち自動車（自分で運転・自分以外が運転）
が占める割合は、通勤・通学、買い物、通院ともに自家用車が半数以上を占めており、
日常生活における自動車への依存度が高くなっています。 

 
（通勤・通学）               （買い物） 

 
 （通院） 

図 ふだんの外出時における交通手段【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 
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※いずれも最も多い行き先への交通手段 
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・奈良県内における交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、高齢運転者による事故
の割合は増加傾向にあります。 

 
出典：令和２年における交通事故の発生状況等について（奈良県版）（奈良県警） 

図 奈良県内の交通事故に占める高齢運転者の構成率の推移（第１当事者のみ） 

 
 

・高齢者の免許返納が進みにくい理由として、免許がなければ日常生活に困るという意見
が多くなっています。 

 

 
出典：令和元年度川西町民の移動に関する調査（高齢者を対象に実施したアンケート結果） 

図 運転免許を返納しない理由 

  

82.5%
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3.趣味・娯楽が制限される

4.引きこもりがちになる

5.遠くに出かけられなくなる

6.通院が不便になる

7.送迎してもらうことに気兼ねする

8.好きな時間に外出できなくなる

9.友人や家族に会う回数が減る

10.その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

複数回答

(回答数:N=658)

１当 高齢運転者構成率 
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・新型コロナの影響により、町民の外出や公共交通利用頻度は減少しており、その代わり
に自動車による移動が大きく増えています。 

 

 
図 外出や公共交通利用頻度の変化 

【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 

 

 

 
図 公共交通の代わりに増えた交通手段 

【令和３(2021)年 11 月実施の町民アンケートより】 
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（複数回答）
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７．地域公共交通計画の基本方針と目標 

７－１ 計画の基本方針 

本町における地域公共交通の課題と、まちづくりの方向性を踏まえ、地域公共交通計画の
基本方針を以下のとおり定めます。 
 

地域公共交通の課題 

（１）コミュニティバスは必要だが、利用実態・移動ニーズに合わせた見直しが必要 

（２）コミュニティバス等で移動が困難な人でも移動しやすい環境を整えることが必要 

（３）地域公共交通に対する理解を深めてもらうことが必要 

 

 

まちづくりの方向性（上位・関連計画） 

（１）交通結節機能の強化と安全で円滑な交通環境の実現 

（２）公共交通の利便性向上 

（３）公共交通利用促進に向けた広報活動の推進 

（４）まちのにぎわい創出、住民参加のまちづくり、歩いて楽しむ拠点づくり 

 
 

地域公共交通計画の基本方針 

地域公共交通

の目指す姿 

町民の生活を守り、まちの魅力を高める地域公共交通 

安全・安心・元気に暮らせる魅力あるまちを実現するため、これを支
える持続可能な地域公共交通を目指します。 

地域公共交通

が果たすべき

役割 

○日常生活の維持・充実を支える 

高齢者を中心に幅広い世代や多様な人々が、移動に困らずに暮らし続
けることができるよう、毎日の「くらし」を支える誰もが利用できる移
動手段を確保する。 
○交流機会の向上を支える 

町民同士や町民と来訪者が交流する機会を増やし、町の活力が向上す
るよう、町民が「おでかけ」しやすい移動手段を確保する。 

基本方針 

（１）持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築 

誰でも使いやすいコミュニティバスに運行内容を見直したうえで
維持することにより、利便性が高く、持続可能な地域公共交通ネット
ワークを構築する。 

コミュニティバス等を利用したくても利用することが困難な人に
ついて、公共交通の利用環境の整備や新たな移動手段の確保を図る。 

（２）地域公共交通を利用したくなる環境づくり 

公共交通に関する情報提供や利用促進策を図ること等により、自家
用車に頼らなくても生活ができることを認識してもらうとともに、ア
フターコロナの外出機会の向上を図る。 
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７－２ 計画の目標 

計画の基本方針を踏まえ、計画の目標及び評価指標、目標値を設定します。これらについ
ては、毎年度、評価指標の目標値に対する達成状況を検証します。 

 

目標 評価指標 現状値 目標値 
（2026(令和 8)年度末） 

①コミュニティバスの利用

者数を維持する 

コミュニティバス
1 便当たりの乗車
数 

4.0 人/便 ※1 
（令和２年度実績） 

現状値以上 

②適正な財政負担により地

域公共交通を維持する 

利用者 1 人あたり
のコミュニティバ
ス運行経費 

1,477 円 ※2 

（令和２年度実績） 

現状値を維持 

※1：コミュニティバス乗車数（7,315 人）÷年間運行回数（1,845 便）＝4.0 人/便（令和２年度） 
※2：コミュニティバス運行経費（約 1,081 万円）÷コミュニティバス利用者数（7,315 人）＝1,477 円/人（令

和２年度） 
 

  


